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                          福島県災害対策本部 

                         平成２３年４月３日（日）（第一報） 

福島県災害対策本部から皆様へ生活支援に関する情報を随時

提供していくことといたしました。 

 

 

 １ 市町村への連絡のお願い 

 避難前に居住していた市町村に、皆様の所在地、連絡先などの通知がお済

みでない方は至急連絡をお願いします。 

 

 
２ 住宅に関する情報について 

（１）旅館・ホテルへの一時受入れについて 

 県では、県内の避難所にいる方を優先的に旅館やホテルなどの宿泊施設へ

の一時受入れを行っています。 

 対象となる方は、①地震や津波の被害により住居に居住できなくなった方、

又は②東京電力福島第一原子力発電所から３０㎞の範囲内に居住していた

ため、住居に戻ることが困難な方です。 

 希望する方は、避難前に居住していた市町村に連絡してください。市町村

と県が調整して宿泊施設を提供します（宿泊施設の指定はできません）。宿

泊施設では３食を提供します。基本的な宿泊費・食費は無料です。 

 なお、既に手続き済みの場合は、再度の手続きは不要です。 

【連絡先】 

○ 南相馬市 ０２４４－２４－５２３２ 

○ 広野町  ０２４７－７２－６２４６，６２５３ 

○ 楢葉町  ０２４２－５６－２１５５，２１５６ 

○ 富岡町  ０２４－９４６－８８１３ 

○ 川内村  ０２４－９４６－８８２８ 

 



○ 大熊町  ０２４７－８２－１５４９ 

       ※ ４月５日１０時以降は ０２４２－２６－３８４４ 

○ 双葉町  ０２４－５６５－５４４５ 

○ 浪江町  ０２４３－４６－４７３６～４７３９ 

○ 葛尾村  ０２４２－８３－２６５１，２６５３ 

 

（２）応急仮設住宅などについて 

 避難している皆様の住宅対策として、県内において、「応急仮設住宅の供

給」「民間住宅の借上げ」「公営住宅空家の提供」の３つを実施します。 

 これらにより、７月末までに約２０，０００戸の住宅供給を目指していま

す。 

 入居の方法等については、避難前に居住していた市町村を通じて行うこと

としています。決定し次第、速やかにお知らせしていきます。 

 なお、住宅対策に係る「相談窓口」は下記のとおりです。 

○相談窓口専用ダイヤル：０２４－５２１－７６９８ 

            ０２４－５２１－７８６７ 

【受付時間：８時３０分から２０時００分まで】 

 

 
３ 教育について 

 

 小中学校の転入学に関するご相談は、入学予定または在籍している学校を

所管している市町村教育委員会で対応しておりますので、ご相談ください。 

 また、高等学校については、入学予定または在籍している県立学校にご相

談ください。 

 

 

３ 災害義援金について 
４ 災害義援金について 

このことについて、第１回義援金配分委員会の決定に基づき、市町村を通

じて義援金の支払いを予定しています。 

 なお、詳しいことはあらためてお知らせします。 

 



 

 
５ 生活福祉資金について 

 生活福祉資金（緊急小口資金）の特例貸付制度のご案内です。 

○貸付限度額：１世帯につき１回限り原則１０万円以内（４人以上の世帯

である場合などには２０万円以内。） 

 お住まい又は避難している市町村の社会福祉協議会が受付窓口です。 

【お問い合わせ先】 

 福島県社会福祉協議会 生活福祉資金担当：０２４－５２３－１２５０ 

 福島県社会福祉課           ：０２４－５２１－７３２２ 

 

 

いて 
６ 総合経営相談センターの設置について 

 コラッセふくしま内（福島市三河南町）に総合経営相談センターを設置し

ました。それぞれの「相談窓口」は下記のとおりです。 

 ○総合受付：０８０－２８０７－７０１７（４月４日から） 

 ○経営相談：０２４－５２５－４０３９（福島県産業振興センター） 

○金融相談：０２４－５２５－４０１９ 

○労働相談：０２４－５２５－２５１０ 

      ※４月８日以降は、０１２０－６１０－１４５を追加 

 ○就職相談：０２４－５２５－００４７（ふるさと福島就職情報センター） 

【受付時間 ８時３０分から１７時１５分まで（土・日を含む）】 

（※ふるさと福島就職情報センターは、月～土 １０時００分から１９時 

００分まで） 

 

〈参考〉福島労働局被災者ホットライン：０１２０－５３６－０８８ 

被災された事業主や労働者の方々から雇用保険失業給付や労災保

険手続きなど労働分野にかかる電話相談を行っております。 

【受付時間 ９時００分から１６時００分まで】 

 

 

 



電話による各種相談窓口のお知らせ 

 

◇ 医療機関に関する相談     ☎024-521-7221（地域医療課） 

◇ 疾病に関する相談       ☎024-521-7881（地域医療課） 

◇ 医薬品に関する相談      ☎024-521-7232（薬務課） 

◇ 障がい福祉に関する相談    ☎024-521-7170（障がい福祉課） 

◇ 高齢福祉施設に関する相談   ☎024-521-7164（高齢福祉課） 

◇ 介護保険に関する相談     ☎024-521-7745（介護保険室） 

◇ 国民健康保険に関する相談   ☎024-521-7203（国民健康保険課） 

◇ 教育に関する相談       ☎024-523-1710（教育総務課） 

                                ☎024-523-1720（教育総務課） 

◇ 県税に関する相談       ☎024-521-7728（税務課） 

                 ☎024-521-7729（税務課） 

【受付時間：８時３０分から１７時１５分まで】 

 

◇ 農林水産業に関する相談    ☎024-521-7319（農林企画課） 

【受付時間：２４時間対応】 

 

◇ 被災者を対象とする無料電話法律相談 

  福島県弁護士会        ☎024-534-1211 

                 ☎024-925-6511 

                 ☎0242-27-2522 

【受付時間：１４時００分から１６時００分まで（平日）】 

 

◇ 性犯罪に係る被害や捜査に関する相談  

  福島県警察本部        ☎0120-503-732 

【受付時間：９時００分から１７時００分まで（平日）】 

 

◇ 女性の相談に関する窓口 

  女性のための相談支援センター ☎024-522-1010 

【受付時間：９時００分から２１時００分まで】 


